
議案第５８号  

 

   秦野市水道事業給水条例の一部を改正することについて 

 

 秦野市水道事業給水条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

 

  令和元年１２月４日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  

 

 

提案理由 

次の理由により改正するとともに、字句の整理を行うものであります。 

 (1) 給水装置工事手数料について、より公平な費用負担とするため、工事費

に一定の率を掛けて算出する定率制から、工事の内容に応じて算出する定

額制に変更すること。 

 (2) 水道法の一部改正により、指定給水装置工事事業者の指定が更新制とな

ったことに伴い、更新事務に係る手数料を定めること。 
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秦野市条例第  号  

 

   秦野市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 

 秦野市水道事業給水条例（昭和３９年秦野市条例第４３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条中「別表」を「別表第１」に改める。 

 第４条の２第２号中「地下水かん養」を「地下水涵
かん

養」に改める。 

 第３４条第１項の表中給水装置工事手数料の項を次のように改める。 

給水装置工事手数料（新設・改造・修繕） １件につき ８，２００円に

工事内容に応じて

別表第２及び別表

第３に掲げる額を

加算した額 

給水装置工事手数料（撤去） 同      ３，３００円 

 第３４条第１項の表給水装置工事事業者指定手数料の項中「１件につき」を

「同」に改め、同項の次に次のように加える。 

給水装置工事事業者指定更新手数料 同      ５，０００円 

 第３４条第１項の表指定給水装置工事事業者証再交付手数料の項中「１件に

つき」を「同」に改める。 

 第３４条第２項中「給水装置工事事業者指定手数料」の次に「、給水装置工

事事業者指定更新手数料及び指定給水装置工事事業者証再交付手数料」を加え

る。 

 別表を別表第１とし、同表の次に次の２表を加える。 

別表第２（第３４条関係） 

配水管又は給水管から新たに

分岐する給水管の口径 
加算額 

２５ミリメートル以下 １本につき  ５，０００円 

４０ミリメートル 同      ９，０００円 

５０ミリメートル 同     １０，５００円 

７５ミリメートル以上 同     １４，５００円 
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別表第３（第３４条関係） 

メーターの口径 加算額 

２５ミリメートル以下 １個につき  ４，４００円 

４０ミリメートル 同     １０，０００円 

５０ミリメートル 同     １２，１００円 

７５ミリメートル以上 同     １５，１００円 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日（次項において「施行日」という。）から

施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の秦野市水道事業給水条例第３４条第１項の規定中

給水装置工事手数料に係る部分については、施行日以後に承認する給水装置

工事に適用し、施行日前に承認した給水装置工事については、なお従前の例

による。 
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議案第５８号 秦野市水道事業給水条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

網かけ部分以外は、字句の整理によるものです。 

新 旧 

 （給水区域）  （給水区域） 

第２条 本市の水道事業の給水区域は、別表第 1 の区域とする。 第２条 本市の水道事業の給水区域は、別表の区域とする。 

 （給水装置の用途区分）  （給水装置の用途区分） 

第４条の２ 給水装置の用途区分は、次のとおりとする。 第４条の２ 給水装置の用途区分は、次のとおりとする。 

 (1) （略）  (1) （略） 

 (2) 農業用 植物の栽培耕作の用に使用し、地下水涵
か ん

養につな

がるもの 

 (2) 農業用 植物の栽培耕作の用に使用し、地下水かん養につ

ながるもの 

 (3) （略）  (3) （略） 

 （手数料）  （手数料） 

第３４条 市長は、次の表に掲げる手数料を徴収する。 第３４条 市長は、次の表に掲げる手数料を徴収する。 

区 分 手数料 

給水装置工事手数料（新

設・改造・修繕） 

１件につき ８，２００円に工事

内容に応じて別表第２

及び別表第３に掲げる

額を加算した額 

給水装置工事手数料（撤

去） 

同        ３，３００円 

 

区 分 手数料 

給水装置工事手数料 工事費（諸経費を除く。）の 

８／１００の額。ただし、 

１，０００円未満のときは 

１，０００円とする。 
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給水装置工事事業者指定

手数料 

同       １０，０００円 

給水装置工事事業者指定

更新手数料 

同        ５，０００円 

指定給水装置工事事業者

証再交付手数料 

同        ２，５００円 

 

給水装置工事事業者指定

手数料 

1 件につき   １０，０００円 

指定給水装置工事事業者

証再交付手数料 

1 件につき    ２，５００円 

 

２ 前項の給水装置工事手数料は、給水装置工事の承認後、別に

通知する納入通知書により納付し、給水装置工事事業者指定手

数料、給水装置工事事業者指定更新手数料及び指定給水装置工

事事業者証再交付手数料は、申請の際発行する納入通知書によ

り納付する。 

２ 前項の給水装置工事手数料は、給水装置工事の承認後、別に

通知する納入通知書により納付し、給水装置工事事業者指定手

数料は、申請の際発行する納入通知書により納付する。 

３ （略） ３ （略） 

別表第１（第２条関係） 別表（第２条関係） 

（略） 
 

（略） 
 

別表第２（第３４条関係）  

配水管又は給水管から新たに

分岐する給水管の口径 
加算額 

２５ミリメートル以下 １本につき  ５，０００円 

４０ミリメートル 同      ９，０００円 

５０ミリメートル 同     １０，５００円 

７５ミリメートル以上 同     １４，５００円 
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別表第３（第３４条関係）  

メーターの口径 加算額 

２５ミリメートル以下 １個につき  ４，４００円 

４０ミリメートル 同     １０，０００円 

５０ミリメートル 同     １２，１００円 

７５ミリメートル以上 同     １５，１００円 
 

 

  

  

   附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、令和２年４月１日（次項において「施行日」と

いう。）から施行する。 

 

 （適用区分）  

２ この条例による改正後の秦野市水道事業給水条例第３４条第

１項の規定中給水装置工事手数料に係る部分については、施行

日以後に承認する給水装置工事に適用し、施行日前に承認した

給水装置工事については、なお従前の例による。 
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議案第５８号資料１  

 

   秦野市水道事業給水条例の一部を改正することについて 

 

１ 給水装置工事手数料の改定 

 (1) 概要 

   給水装置工事手数料の額は、秦野市水道事業給水条例により「工事費 

（諸経費を除く。）の８／１００の額」と定めていますが、この定率制に

は次のような課題がありました。 

  ア 施工する事業者によって工事費が異なるため、工事の規模と内容が同

じでも手数料に差が生じること。 

  イ 本市を除く県内の全ての水道事業体が定額制により手数料を算出して

おり、広域的な観点から均衡が図られていないこと。 

  ウ 平成２９年７月から完成検査等を民間委託したため、その委託料を含

めた事務コストに対する負担の適正化を図る必要があること。 

   これらの課題を解消するため、手数料の算出方法を、現行の定率制から

工事の内容に応じて算出する定額制に変更するものです。 

 (2) 改定内容 

  ア 給水装置の新設・改造・修繕工事は、手数料８，２００円に、必要に

応じて配水管又は給水管から新たに分岐する給水管の口径及び接続する

メーターの口径に応じた加算をした額とします。 

  イ 給水装置の撤去工事は、３，３００円とします。 

  ※ 手数料及び加算額については、事務に要する人件費及び物件費により

算出しました。 

 (3) 平成３０年度決算額による手数料の試算 

区分 
決算額（Ａ） 

【定率制】 

改定後（Ｂ） 

【定額制】 

差額（Ｂ－Ａ） 

（ ）内は増減率 

合 計 16,258,738 円 16,416,700 円 
157,962 円 

(1.0％) 

１件当たり 15,096 円 15,243 円 
147 円 

(1.0％) 
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２ 指定給水装置工事事業者の更新手数料の設定 

 (1) 概要 

   水道法の一部改正（令和元年１０月１日施行）により、これまで期間の

定めがなかった指定給水工事事業者の指定に有効期間が定められ、５年ご

とに更新が必要となったことに伴い、その更新事務に係る手数料を定める

ものです。 

 (2) 更新手数料の額 

   事務に要する人件費及び物件費により算出した額及び本市の指定下水道

工事店継続登録手数料の額（５，０００円）を踏まえ、５，０００円とし

ます。 

 (3) 対象事業者数 

   ４４６者（本市の指定給水装置工事事業者数） 

 

３ 施行期日 

  令和２年４月１日とします。 
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議案第５８号資料２
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